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どのような流れで開設・運営するのか
災害時の指定福祉避難所の開設・運営にあたっては、「避難」、「避難生活」、「復旧・復興」の流れに合

わせて、「開設準備」、「受入れ」、「運営」、「閉鎖」の各段階に応じた取組を行います。

開設・運営の流れについて、下図「指定福祉避難所の開設・運営の流れ」を示します。
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〇開設対象先

の検討

★ 開設の要請

（新たな受入先の確保調整） ○ 施設の安全性確認

○ 周知

○ 受入状況の把握

○ 名簿の作成

★ 定期的な状況確認・退所の調整 ○ 閉鎖準備

○ 人員等の調達・調整

○ その他必要な調達・調整

○ 物資・器材の調達・調整

★ 受入れ可否検討

○ スペース整備

○ 担当職員配置

○ 避難者カード

の作成

★ 避難者の生活支援・定期報告 ○ 退所支援

○ 市町へ人員等の応援要請

○ その他必要な調達・調整

○ 市町へ物資・器材の要請

○ 閉鎖・原状回復

★ 運営体制の見直し

災害発生
の懸念

（市町連絡を受け）

• 移送支援

○ 要配慮者への

事前連絡

○ 移送事業者等への

事前連絡

（市町連絡を受け） 移送支援

○ 閉鎖決定・連絡

（市町要請を受け）

★ 要配慮者の受入れ

閉鎖運営受入れ開設準備

〈指定福祉避難所の開設・運営の流れ〉

（凡例） ★：特に重要な対応 ○：その他主要な対応 →：連携 →：一方向 →：期間

★ 事前連絡・調整

避難情報発令
の高まり

○ 要配慮者・地域住民・

移送事業者等への連絡

災害による
影響の収束

○ 受入状況報告

（開設）

（災害発生前まで）

★ 受入れ可否検討

• 在宅・一般の避難所等→指定福祉避難所へ
• 指定福祉避難所→緊急入所・医療機関等へ

（市町連絡を受け）

• 物資・器材を輸送

• 有資格者・専門家等

ボランティアなど人員を派遣

！

★ 要配慮者の受入れ

避難情報
発令

避難準備 避難
（災害発生前まで）

帰宅等


